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概  要  版

概  要  版

　本市では、平成27年３月に「備前市子ども・子育て支援事業計画」を策定し、子どもの健やかな育ちと保
護者の子育てを社会全体で支援する環境を整備することを目的として、子育て支援施策を積極的に推進し
てきました。このたび、「備前市子ども・子育て支援事業計画」が計画期間満了となることに伴い、本市の子
ども・子育てをめぐる状況や計画の進捗状況を評価・検証し、子ども・子育て支援に向けた取組をさらに効
果的かつ総合的に推進するため、「第２期備前市子ども・子育て支援事業計画」を策定するものです。
　上位計画である「第2次備前市総合計画（後期基本計画）」（平成29年12月策定）においては、基本理念を
『「備前らしさ」のあふれるまち』とし、重点政策「教育」では、「将来を担う人材が育つまち」を掲げ、乳幼児期
から心を育てること、学力を高める取組を行っています。本計画は、「第2次備前市総合計画(後期基本計
画)」における子育て支援に係る部門計画の役割を担っています。
　第１期計画においては、基本理念を【子どもが元気　笑顔あふれるまち　びぜん】と掲げ、家庭、地域、行
政等が一体となった取組を推進してきました。
　本計画においても、引き続き、この基本理念のもと、子育て支援を推進していきます。

計画策定の趣旨と将来像

子育てに関する相談先

　妊娠期から、出産、育児にかかわる各種手続きや、保健師・助産師による総合相談窓口です。
母子健康手帳の交付や、お子さんの身体測定、家庭訪問、子育て支援に関するサービスの情報
提供等を行います。
　妊娠・出産、子育てや子どもの発達で気になることなど、いつでもご相談ください。保健師が
相談に応じます。毎週月曜日・火曜日には助産師にも相談できます。

すこやかびぜん（備前市子育て世代包括支援センター）

計画の推進に向けて

　本計画の推進のためには、市だけでなく、児童相談所などの関係行政組織や、
子育てに関係する民間団体・市民ネットワーク、地域住民の協力が不可欠です。
そのため、市民に対して積極的に情報を提供していくとともに、市行政と各種団
体、地域住民との協力の強化を推進します。

関係機関や市民との協力

　本計画を市民とともに推進していく体制を確保するため、市民参画により構成
される「備前市子ども・子育て会議」を中心に、計画の推進と進行管理を行います。

計画の点検評価

〒705-8602　
備前市東片上１２６番地　子育て支援課内（本庁２階）
開設日：月～金曜日（祝日・年末年始を除く）　8:30～17:00
TEL：0869-64-1853

問合せ先

発行年月：令和２年３月
発　　行：備前市保健福祉部子育て支援課
               〒705-8602　岡山県備前市東片上 126番地
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施策の展開 事業量の見込みと確保方策

　子どもや保護者が必要とする支援を受けることができるよう、「教
育・保育施設」（保育園等）や「地域子ども・子育て支援事業」を整備し、
計画期間中における事業量の見込みと、目標として確保する供給量を
示します。本市では、市内全域を１つの区域として設定し、現在の利用
実態や今後のニーズを踏まえ、各事業を実施します。

　すべての子どもの幸せを第一に考え、子どもの権利が最大限に配慮されるとともに、家庭だけでなく地域
全体で支え合うことで、子どもたちが輝くまちづくりを目指します。

地域で守る子どもの権利
一人ひとりが豊かに育つ環境の継承

　すべての子育て家庭が子育て本来の楽しさを実感でき、ゆとりを持って暮らせるよう、趣味や地域活動など、
「仕事」と「子育て」のバランスが取れた生活の実現を目指します。

地域で支えるこころのゆとり
仕事と子育ての調和の実現

基本目標 1

基本目標 2

【表の見方】上段：量の見込み　下段：確保方策

6年度5年度4年度3年度2年度単位教育・保育施設
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１号認定（３～５歳）

利用者支援事業

地域子育て支援拠点事業

妊婦及び乳児一般健康診査並びに
産婦健康診査事業

乳児家庭全戸訪問事業

養育支援訪問事業及び子どもを
守る地域ネットワーク機能強化事業

子育て短期支援事業

ファミリー・サポート・センター事業
（子育て援助活動支援事業）

延長保育事業

病児・病後児保育事業

放課後児童クラブ
（放課後児童健全育成事業）

一時預かり
事業

幼稚園預かり保育

一時預かり事業

２号認定
（３～５歳）

３号認定
（０～２歳）

幼児期の学校利用
の意向が強い

上記以外

０歳

１～２歳

人／週

人／週

人日／年

人日／年

人／年

人日／年

人／年

基本施策 １　地域における子育て支援の充実

基本施策 2　子どもや家族の健康の確保と増進
❶ 子どもや家族の健康の確保と増進

基本施策 3　子どもが健やかに成長するための教育環境の整備
❶ 幼児期の教育・保育と小学校教育との円滑な接続（保こ小連携）の推進
❷ 放課後児童クラブと既存事業者等の連携

基本施策 １　仕事と子育ての両立に向けた支援
❶ 生活と調和する就業の支援
❷ 仕事と子育ての両立のための基盤整備

基本施策 2　安全・安心なまちづくりの推進
❶ 子どもの安全確保対策の推進

基本施策 3　支援を必要とする子どもなどへの支援の充実
❶ 児童虐待防止対策の充実
❷ ひとり親家庭の自立支援の推進
❸ 障がいのある子どもなど特別な支援が必要な子どもへの施策の充実
❹ 子どもの貧困対策の推進

❶ 情報提供・相談体制と親子が集える場の充実
❷ 特定教育・保育施設等の環境整備
❸ 一時的に子どもを預けることのできる場の確保
❹ 子育てにかかる経済的負担の軽減


